
 

Q  飲食店で春に忙しく働いた分の給与は、保険料にどう影響しますか？ 

A 多くの飲食店にとって、３月の歓送迎会から４月の新生活、そして５月の大型連休にかけては、

年間でも指折りの繁忙期となります。この春の給与実績は、年に１度の「算定基礎届（定時決

定）」で算定される新たな保険料に影響します。 

社会保険料（健康保険・厚生年金）は、給与額に応じて区分された「標準報酬月額」をもとに計

算されます。残業代等により変動する給与実態を反映させるため、毎年４月・５月・６月に支払わ

れた給与の平均額を基に、その年の９月から翌年８月までの１年間の保険料を算定する仕組み

です。 

春の繁忙期に多くの残業代や深夜手当が支払われると、結果として秋以降の保険料負担が大

きくなります。（ただし、３か月平均額と年平均額の間に２等級以上の差が生じるときは、申立てに

より年平均額で算定することができます） 

 

実際に届出するにあたっての特記事項は以下のとおりです。 

① ７月１日に在籍していること 

② 報酬は各手当を含む総支給額 

③ 各月の賃金支払対象日数が１７日（短時間被保険者は１１日）未満の月を除く 

これらを踏まえ、賃金台帳等に基づき正確な届出を行う必要があります。 

 

社会保険料は会社と従業員が折半して負担します。 

保険料が上がることで手取り額は下がりますが将来の年金額を増やすメリットもあります。 

この仕組みを正しく理解し、従業員からの問い合わせに回答できるよう準備しておくことが、 

事業所の信頼向上に繋がります。 

 

 

  

～社会保険料が決まる「算定基礎届」～ 



 

 



 

 

 


